
項目２及び５について の解禁 

・新     聞：６月１１日付 夕刊以降 

・テレビ，ラジオ，インターネット：６月１１日  16 時以降 

 
 
 
 
   

 

お 知 ら せ 

 

産廃の違法運搬を食い止める！ 抜き打ち検査を実施 

 

 このことについて、次のとおり実施しますのでお知らせします。 

 なお、本件は、県政記者クラブにも発表しています。 
 

記 
 

１ 趣 旨 

  産業廃棄物が県境を越えて運ばれている実態を把握するとともに、産業廃棄物収
集運搬業者の法令遵守状況を確認し、必要な指導を実施する。 

 

２ 実施日時及び場所 

令和６年６月６日（木）10：00～12：00  
勝央町黒坂地内 国道 179 号沿線（黒坂交差点の東 約 600ｍ） 
※別紙地図のとおり 

 

３ 実施機関及び協力機関 

 (1) 実施機関 美作県民局地域政策部環境課 

 (2) 協力機関 環境省中国四国地方環境事務所、岡山県警察本部生活安全捜査課､ 

美作警察署 

 

４ 検査内容 

  産業廃棄物を運搬している車両に停止を求め、マニフェスト（産業廃棄物管理票）
等の必要書類を備えているか、その他法令遵守状況の確認を行う。 

 

５ 参考（他県民局管内での実施予定） 

 (1) 備前県民局管内 

令和６年６月11日（火）10:00～12:00 

備前市三石地内 国道２号沿線（三石第１トンネルの東 旧三石検問所） 

(2) 備中県民局管内 

令和６年６月６日（木）10:00～12:00 

      里庄町新庄地内 国道２号沿線下りパーキングスペース 

  
＊  解禁日前の報道の際は、上記２及び５（実施日時及び場所）に関する報道は

差し控えていただき､「６月上旬に県内３カ所で実施」のような日時や場所が特

定されない表現でお願いします。 

＊  検査結果については、６月11日(火)午後４時頃（予定）に資料提供します。 

＊  悪天候等、安全面で支障が生じるおそれがある場合は延期･中止します。 

 令和６年５月３０日 

課名 
岡山県美作県民局 

地域政策部環境課 

担当 杉田、杉本 

直通  0868-23-1243 



（別紙） 

 

産業廃棄物運搬車両路上検査実施場所 

 

位 置  勝央町黒坂 国道179号沿線（津山市→勝央町方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 近 

 

見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

至 津山市街地 

至 美作市街地 


